
別表六（十三）の記載の仕方 
 

１ この明細書は、通算法人等（措置法第42条の４第

11項((((試験研究を行った場合の法人税額の特別控除

))))に規定する通算法人等をいいます。以下この記載

要領において同じです。）が同項（同条第18項にお

いて準用する場合を含みます。）又は令和６年改正

前の措置法第42条の４第11項｟試験研究を行った場

合の法人税額の特別控除｠（同条第18項において準

用する場合を含みます。）の規定の適用を受ける場

合に記載します。 

２ 当該通算法人等が措置法第42条の４第11項の規定

の適用を受ける場合における「各欠損金増加額３」

の欄の記載に当たっては、次によります。 

 ⑴ 措置法第42条の４第11項に規定する過去適用等

事業年度の確定申告書等（措置法第２条第２項第

28号((((用語の意義))))に規定する確定申告書等をい

います。以下２において同じです。）の提出が期

限後申告である場合には、当該確定申告書等の別

表七の二「７」の金額として計算される金額を含

めて記載します。 

 ⑵ 当該通算法人等が修正申告又は国税通則法第23

条第１項((((更正の請求))))の規定による更正の請求

をする場合には、確定申告書等に添付された別表

六(十三)「３」の金額を記載します。 

３ 当該通算法人等が措置法第42条の４第11項の規定

の適用を受ける場合における次に掲げる欄の記載に

当たっては、それぞれ次に定めるところによります。 

 ⑴ 「欠損金増加合計額６」の欄 当該通算法人等

が措置法第42条の４第８項第３号の通算法人であ

る場合には「(５の計)又は」を消し、その他の場

合には「又は(別表十八(二)「25の計」)」を消し

ます。 

 ⑵ 「当該法人の法人税額相当額７」の欄 「欠損

金増加合計額６」の金額を別表一「１」の金額と

みなした場合に同表「２」の金額として計算され

る金額を記載します。この場合において、当該通

算法人等が措置法第42条の３の２((((中小企業者等

の法人税率の特例))))の規定の適用がある法人であ

るときは同条の規定の適用を受ける法人として、

当該通算法人等が同法第42条の４第８項第３号の

通算法人であるときは、同表「45」の欄中「(⑴と

800万円×   
12のうち少ない金額)又は(別表一付表

「５」)」とあるのは、「(⑴と800万円×   
12のうち

少ない金額)」とし、同欄の分子の空欄には当該通

算法人等に係る通算親法人の事業年度の月数を記

載して、それぞれ計算します。 

 ⑶ 「通算親法人又は通算子法人としての法人税額

相当額８」の欄 当該通算法人等が次に掲げる法

人のいずれに該当するかの区分に応じそれぞれ次

に定めるところによります。 

  イ ロに掲げる法人以外の法人 記載しません。 

  ロ 措置法第42条の４第８項第３号の通算法人

（当該通算法人に係る通算親法人が協同組合等

又は措置法第67条の２第１項((((特定の医療法人

の法人税率の特例))))の規定による承認を受けて

いる同項に規定する医療法人である場合におけ

る当該通算法人に限ります。） 当該通算法人

等が通算子法人である場合には当該通算法人等

を当該通算法人等に係る通算親法人であるもの

とし、当該通算法人等が通算親法人である場合

には当該通算法人等を当該通算法人等に係る通

算子法人であるものとして、「当該法人の法人

税額相当額７」の欄に準じて計算した金額を記

載します。 

 ⑷ 「法人税額相当額９」の欄 当該通算法人等が

次に掲げる法人のいずれに該当するかの区分に

応じそれぞれ次に定めるところによります。 

   イ ⑶イに掲げる法人 「又は((⑺＋⑻×他の通 

算法人の数)又は(⑺×他の通算法人の数＋⑻)

÷(他の通算法人の数＋１))」を消します。 

   ロ ⑶ロに掲げる法人 当該通算法人等が通算親

法人である場合には「⑺又は」及び「又は(⑺×

他の通算法人の数＋⑻)」を消し、当該通算法人



等が通算子法人である場合には「⑺又は」及び

「(⑺＋⑻×他の通算法人の数)又は」を消しま

す。 

４ 当該通算法人等が措置法第42条の４第18項におい

て準用する同条第11項の規定の適用を受ける場合に

おける「特別試験研究費の額に係る法人税額の特別

控除における欠損金増加合計額に係る法人税額相当

額の計算」の各欄は、２及び３に準じて記載します。 

 


